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町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金等
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金

49,016 
4,644 
48 
343 
211 
8,679 
734 
103 

171,482 
68 

49,136 
4,695 
117 
508 
492 
9,973 
646 
105 

173,824 
69 

-0.2 
-1.1 
-59.0 
-32.5 
-57.1 
-13.0 
13.6 
-1.9 
-1.3 
-1.4 

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債

2,972 
3,832 
32,519 
26,384 
2,702 
710 
3,511 
33,793 
5,783 
37,012 

15,325 
3,626 
30,248 
27,356 
2,060 
186 
777 

47,366 
5,231 
44,760 

-80.6 
5.7 
7.5 
-3.6 
31.2 
281.7 
351.9 
-28.7 
10.6 
-17.3 

38億4,546
万円　

平成28年平成28年度

　普通会計の決算は、歳入総額は、38億4,546万円（前年度7.7％減）、
歳出総額36億1,080万円（前年度5.7％減）となりました。

歳 入 総 額　　　　　　　 Ａ
歳 出 総 額　　　　　　　 Ｂ
歳入歳出差引額（Ａ－Ｂ）　 Ｃ
翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ
実質収支額    （Ｃ－Ｄ）

町 民 税

固定資産税

軽自動車税

平成28年度決算額 平成28年度決算額

1億9,029万円
2億4,020万円
2,209万円

町たばこ税

鉱 産 税

計

3,626万円
132万円

*1

　科目別、性質別歳出決算総額は、次のグラフのとおりと
なっています。

　なお、歳入決算規模が減となった主な原因は、FTTH設備更新事業の終
了による分担金の減額です。また、歳出決算規模が減となった主な原因は、
役場庁舎等公共施設耐震工事及びFTTH設備更新事業終了による普通建
設事業費の減額です。

　町税、財産収入などの自主財源 は、全体の25.7％を占
めています。残りは国や県の補助金、町債（町の借金）な
どの依存財源で占められています。

平成28年度
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36億1,080万円36億1,080万円

　町では限られた財源の中で、町民生活に密着
した各種施策、事業を実施しました。
　今後も町民の皆さんから納めていただいた税
金や地方交付税などの収入で明るく活力に満ち
た住みよい町づくりに努めていきます。
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　地方公共団体の財政破綻を防ぐために、「地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律（財政健全化法）」が成立し、平成20年4月から一部施行されました。（平
成21年4月から全部施行）これにより、地方公共団体は平成19年度決算から毎
年度、財政状況の健全度を判断するための指標を算定し、公表することとなりました。
　平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の算定が完了し監
査委員の審査を終えましたので、その比率等を次のとおり公表します。

※（　  ）内は早期健全化基準を記載
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費
比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「－」を記載

※資金不足額がない場合は「－」を記載

健全化判断比率の状況

資金不足比率の状況

　勝浦町の平成28年度決算では、全
ての財政指標が早期健全化基準、財政
再生基準、経営健全化基準を超えてお
らず、健全な水準にあると言えます。
これは、町民の皆さんのご理解とご協
力をいただいて、これまで財政健全化
対策に取り組んできた結果です。
　今後もより効果的、効率的な
財政運営に努めますので、
皆さんのご協力をお願い
します。

◆ 実質赤字比率
（じっしつあかじひりつ）
　地方公共団体財政健全化法
に定められた指標の１つで、
一般会計等（普通会計）を対
象とした実質赤字の標準財政
規模に対する比率です。
　市町村（県）においては、
財政規模に応じ11.25％～ 15
％（3.75％）以上で財政健全
化団体に、20％（5％）以上
で財政再生団体となります。

連結実質赤字比率
（れんけつじっしつあかじひりつ）
　地方公共団体財政健全化法
に定められた指標の１つで、
全会計を対象とした実質赤字
の標準財政規模に対する比率
です。

　市町村（県）においては、
財政規模に応じ16.25％～ 20
％（8.75％）以上で財政健全
化団体に、30％（15％）以上〔経
過措置として市町村は40％〕
で財政再生団体となります。

実質公債費比率
（じっしつこうさいひひりつ）
　公債費（地方債の元利償還
金）の水準を測る指標であり、
地方公共団体財政健全化法に
定められた指標の１つでもあ
ります。一般会計等（普通会
計）が負担する元利償還金及
び準元利償還金の標準財政規
模に対する比率であり、従来
から用いられてきた「起債制
限比率」を見直し、実態をよ
り正確に把握するため、公営

企業会計に対する繰出金のう
ち元利償還金相当分などが要
素に加えられています。
　この比率が18％を超えた場
合、地方債を発行するために
は国の同意ではなく、許可が
必要になります。
　また、25％以上になると財
政健全化団体となり一部の地
方債の発行が、35％以上にな
ると財政再生団体となり多く
の地方債の発行が制限されま
す。

 将来負担比率
（しょうらいふたんひりつ）
　地方公共団体財政健全化法
に定められた指標の１つで、
地方債の残高をはじめ一般会
計等（普通会計）が将来負担

すべき実質的な負債の標準財
政規模に対する比率です。
　市町村（県）においては、
350％（400％）以上で財政
健全化団体となります。

資金不足比率
（しきんふそくひりつ）
　地方公共団体財政健全化法
にて上記の４つの指標ととも
に定められており、公営企業
会計の資金不足額の事業規模
に対する比率です。
　比率は各公営企業会計毎に
算定することとされており、
20％以上で経営健全化団体と
なり、財政健全化団体と同じ
ように、公営企業の経営の健
全化を図る計画を策定しなけ
ればなりません。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－
（15.00）

－
（20.00）

3.9
（25.0）

－
（350.0）

特別会計の名称

勝浦町病院事業特別会計

勝浦町簡易水道事業特別会計

勝浦町農業集落排水事業特別会計

資金不足比率（％）

－

－

－

用語の解説
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去
る
10
月
21
日
㈯
、
農
村
環
境
改
善

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
勝
浦
町
社
会
福

祉
協
議
会
法
人
設
立
50
周
年
記
念
第
27

回
健
康
・
福
祉
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
台
風
21
号
の
影
響
で
、
雨
風
の

強
い
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
く
さ
ん

の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
催
し
は
、
町
民
の
方
々
の
健
康

増
進
と
福
祉
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
「
笑
顔
で
い
る
た
め
に
で
き

る
こ
と
〜
が
ん
検
診
を

受
け
よ
う
！
〜
」
を

テ
ー
マ
に
、
タ
レ
ン
ト

の
山
田
邦
子
さ
ん
を
講

師
に
お
招
き
し
、
ご
講

演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ご
自
身
の
乳
が
ん
の

体
験
を
交
え
な
が
ら
、

が
ん
の
早
期
発
見
・
早

期
診
断
・
早
期
治
療
の

大
切
さ
を
わ
か
り
や
す

く
お
話
し
い
た
だ
き
、

会
場
全
体
が
笑
い
に
包

ま
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
表
彰
関
係
で
は
長
年
に
わ
た

り
、
地
域
で
社
会
福
祉
活
動
に
貢
献
さ

れ
た
方
々
や
団
体
に
表
彰
状
や
感
謝
状

の
贈
呈
と
、
今
年
、
米
寿
に
到
達
さ
れ

た
59
名
の
方
々
と
喜
寿
に
到
達
さ
れ
た

81
名
の
方
々
に
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。

　
開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
を
い
た
だ

き
ま
し
た
関
係
者
の
方
々
に
深
く
感
謝

し
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第
27
回 

健
康
・
福
祉
ま
つ
り

第
27
回 

健
康
・
福
祉
ま
つ
り

勝
浦
町
長
表
彰

敬
老
記
念
品
贈
呈

勝
浦
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　

  

会
長
表
彰

勝
浦
町
社
会
福
祉
協
議
会
法
人

　

設
立
50
周
年
記
念
特
別
表
彰

勝
浦
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　

  

会
長
感
謝
状
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10
月
１
日
㈰
に
『
沼
江
東
区

芝
桜
会
』
が
㈱
ナ
カ
テ
ツ
で
働

く
外
国
人
技
能
実
習
生
と
と
も

に
、
県
道
阿
南
勝
浦
線
バ
イ
パ

ス
道
路
の
ゴ
ミ
拾
い
・
除
草
等

の
清
掃
美
化
活
動
に
取
り
組
み

ま
し
た
。

　

同
会
は
沼
江
バ
イ
パ
ス
２
期

工
事
開
通
を
機
に
、
沼
江
東
区

住
民
と
㈱
ナ
カ
テ
ツ
社
員
の
11

名
で
、
徳
島
県
ア
ド
プ
ト
支
援

事
業
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

バ
イ
パ
ス
道
路
法
面
に
は
芝

桜
が
植
栽
さ
れ
、
色
鮮
や
か
な

花
を
咲
か
せ
、
今
で
は
春
の
風

物
詩
と
な
っ
て
お
り
、
活
動
に

も
自
然
と
力
が
入
り
ま
す
。

　

現
在
、
沼
江
バ
イ
パ
ス
は
３

期
工
事
の
工
事
着
手
に
向
け
準

備
が
進
ん
で
い
ま
す
。
交
通
の

安
全
性
、
利
便
性
の
向
上
及
び

地
域
間
の
交
流
促
進
に
よ
る
地

域
の
発
展
に
期
待
し
、
１
日
も

早
い
開
通
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
期
間
中
の
９

月
21
日
か
ら
30
日
の
間
、
町
内
で
交
通
安

全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

27
日
は
、
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
前
で
横

瀬
・
生
比
奈
小
学
校
の
６
年
生
が
民
生
委

員
児
童
委
員
と
三
色
の
お
餅
を
つ
き
、
手

書
き
の
標
語
を
添
え
て
ド
ラ
イ
バ
ー
に
配

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
28
日
に
は
、
人
形
文
化
交
流
館

前
で
み
か
ん
保
育
園
児
が
小
松
島
西
高
等

学
校
勝
浦
校
の
生
徒
と
と
も
に
、
勝
浦
校

で
作
ら
れ
た
す
だ
ち
な
ど
を
配
り
、
交
通

安
全
の
普
及
啓
発
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
交
通
安
全
を
心
が
け
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

本
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
あ

た
り
、
交
通

安
全
協
会
会

員
を
は
じ
め
、

関
係
者
の
皆

様
方
に
は
、

ご
協
力
を
賜

り
有
り
難
う

ご
ざ
い
ま
し

た
。

　

去
る
10
月
８
日
㈰
、

勝
浦
町
農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
阿
波
人
形
浄
瑠

璃
芝
居
フ
ェ
ス
テ
イ

バ
ル
in
勝
浦
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

幕
開
け
の
勝
浦
座

に
よ
る
「
え
び
す
舞
」

で
は
、
そ
の
軽
妙
な

演
技
で
観
客
を
わ
か

せ
ま
し
た
。
続
い
て
、
勝
浦
町
子
ど
も
阿
波
人

形
芝
居
教
室
に
通
う
勝
浦
中
学
生
が
「
傾
城
阿

波
の
鳴
門 

巡
礼
歌
の
段
」、
小
松
島
西
高
校
勝

浦
校
民
芸
部
が
「
壺
坂
観
音
霊
験
記 

沢
市
内
の

段
・
山
の
段
」
を
演
じ
、
日
頃
の
練
習
の
成
果

を
披
露
し
ま
し
た
。

　

最
後
は
勝
浦
座
が
「
御
所
桜
堀
川
夜
討 

弁
慶

上
使
の
段
」
を
演
じ
、
ま
る
で
人
形
に
命
が
吹

き
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
な
な
め
ら
か
な
人
形
遣

い
で
観
客
を
魅
了
し
ま
し
た
。　

　

太
夫
と
三
味
線
は
喜
笑
会
と
友
和
嘉
会
に
出

演
し
て
い
た
だ
き
、
ぴ
っ
た
り
と
し
た
息
づ
か

い
で
人
形
遣
い
に
臨
場
感
を
あ
た
え
て
い
ま
し

た
。

　

開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
関
係
者
の
方
々
に
深
く
感
謝
し
、
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
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・
ド
ク
タ
ー
カ
ー
は
救
急
隊
が
皆
様
の

病
状
を
お
聞
き
し
、
重
症
事
案
で
あ

る
こ
と
を
判
断
し
た
場
合
、
出
動
依

頼
を
行
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
町
民

の
方
が
直
接
ド
ク
タ
ー
カ
ー
は
要
請

で
き
ま
せ
ん
。

・
救
急
車
内
で
診
療
を
行
う
の
で
、
診

療
費
用
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
救
急

救
命
士
の
判
断
に
よ
っ
て
ド
ク
タ
ー

カ
ー
出
動
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
た
場

合
は
、
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

12
月
10
日
㈰　
午
前
９
時

infomationinfomation
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11
月
16
日
㈭　

　
　
　
　

午
後
３
時
〜
４
時

11
月
17
日
㈮

　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら

FAX

採用予定時期 原則として平成30年２月１日㈭

募 集 職 種
応 募 資 格

応 募 方 法

昭和57年４月２日以降に生まれた者で、看護師の免許を有する者

平成29年度 勝浦町職員募集案内（勝浦病院）

　平成29年11月30日㈭までの間（土・日・祝日は除く）午前８時
30分から午後５時15分までに持参又は郵送でお申し込みください。
　必要な提出書類、選考日時等については、別途本人に通知いたし
ます。詳しくは、勝浦町役場企画総務課までお問い合わせください。

看護師（正規職員）　若干名



9

Ａ　

受
給
者
総
人
員
数
が
２
人
以
下

Ｂ　

他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
を
さ
れ
て

い
る
方

Ｃ　

給
与
が
少
額
で
、
特
別
徴
収
税
額
の

引
き
去
り
が
で
き
な
い
方

Ｄ　

給
与
の
支
払
が
不
定
期
な
方

Ｅ　

退
職
又
は
退
職
予
定
（
５
月
末
日
ま

で
）
の
方

infomationinfomation

11
月
12
日
㈰

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
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電話又は年金相談窓口で受付
予約の際は、『基礎年金番号』『相談者および配偶者氏
名』『電話番号』『相談内容』等について確認させてい
ただきます。

　 0570（05）1165（ねんきんダイヤル）
　 088（652）1511（徳島南年金事務所 お客様相談室）

予約制による年金相談の実施
日時　11月11日㈯ 
　　　受付時間 午前9時30分～午後3時

日時　11月6日㈪・11月13日㈪・
11月20日㈪・11月27日㈪

　　　午前8時30分～午後6時

募
集
訓
練
科
〔
訓
練
期
間
：
平
成
30
年

１
月
５
日
㈮
〜
６
月
29
日
㈮
〕

11
月
１
日
㈬
〜
12
月
４
日
㈪

FAX
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①
道
路
で
は
右
側
、
左
側
の
ど
ち
ら
も
走

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。（
な
る
べ
く
交
差
点
や

道
路
を
横
断
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

で
す
。）

②
夜
間
、
選
手
が
見
え
れ
ば
、
ラ
イ
ト
を

下
向
き
に
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

③
犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い
で
下
さ
い
。

11
月
５
日
は

「
世
界
津
波
の
日
」

infomationinfomation

IP
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◆行事予定

◆行事予定

11月

◆日時　毎週金曜日  午前10時30分～11時30分
◆場所　こどものひろば（沼江）
◆対象者　0～5歳児（家庭で保育されている
　　　  子どもと保護者）並びに妊婦さん

　子育てサークル「はぐくみクラブ」の11月の行事をお知らせします。子育て
中のお父さんお母さん同士の交流を広げ、親も子供も気軽に楽しめるサークルで
す。孫育て中のおじいちゃんおばあちゃんも参加できます。
　一度遊びにきませんか。

◆時　間　午前10時～11時30分（行事）
◆場　所　勝浦みかん保育園
◆対象者　０歳～５歳
　　　　（家庭で保育されている
　　　　　子どもと保護者）
平日　午前９時30分～11時30分
　　　午後１時00分～４時00分

　勝浦みかん保育園では、子育てに関する相
談を行っています。気軽にご相談ください。
◆相談時間　平日 午前８時30分～午後５時30分
◆場　所　勝浦みかん保育園
◆内　容　乳幼児に関する来園相談・電話相談

10日㈮ わかばちゃんタイム
～カード遊びや工作、親子で一緒に楽しもう！～

☎0885（42）2246　IP050（3438）9653勝浦みかん保育園お問い合わせ・お申し込み先 IP

1日㈬ ☆ミニ運動会 徳島市植物園 10：30現地集合

29日㈬ ☆きりん組のお店屋さんにお買い物に行こう

8日㈬ ☆焼き芋☆更生保護女性会来園

22日㈬ ☆11月生まれのお誕生会☆旬のおやつ作り（さつまいも）

15日㈬ ☆親子講習会「インフルエンザについて」☆看護師による身体測定・発育、発達相談

24日㈮ お誕生日会＆読み聞かせ

17日㈮ 親子ヨガ
（動きやすい服装で水分補給できるものをご持参ください）

■こどものひろば
　☎0885（44）2026　IP 050（3438）9813
　http://blog.goo.ne.jp/hagukumi_2006

お問い合わせ・お申し込み先

IP



13

「ねんきんネット」への加入案内について
　「ねんきんネット」によりご自身で年金記録に関する以下のことがご確認できます。ぜひ、
この機会に利用登録してみませんか？
◆24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンで最新の年金加入記録を確認できます！

「ねんきんネット」への加入案内について

◇

国民年金加入記録
　○国民年金の加入月数
　○各月の納付状況
　○納付可能な月　など
◆厚生年金加入記録
　○厚生年金の加入月数
　○資格取得・喪失年月日　など



14

給付の制限

国保で受けられる給付
　国保では、療養給付（お医者さんの診療等）以外に、次のような給付が受けられます。
・・出産育児一時金　被保険者が出産したときに支給されます。妊娠85日以降

であれば死産・流産でも支給されます。
・葬　　祭　　費　被保険者が死亡したときに支給されます。
・移　　送　　費　重病人の入院や転院などに移送費がかかった場合、国保

が必要と認めたときに支給されます。
海外療養費
　海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合、いったん全額自己負担していただきま
す。その後、帰国して市町村の窓口に申請すれば、保険給付分が支給されます。
療養費の支給
　次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請して、審査が決定すれば、
保険給付分が支給されます。

入院時の食事代
　入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に一定の額（標準負担額）を被
保険者が支払い、残りを国保が負担します。

　次のような場合は国保の給付が受けられなかったり制限されたりします。

交通事故にあったときの注意！
　交通事故や傷害事件などで第三者（加害者）によってけがをした場合でも、国保を使
って治療を受けることができますが、必ず届出をしてください。
　その場合、医療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
▶警察に届け出る　…　交通事故にあったら、すぐに警察に届け「事故証明書」を取得し

てください。
▶国保に届け出る　…　警察で「事故証明書」を受け取ったら、国保の窓口へ「第三者行

為による傷病届」を提出してください。
※示談は慎重に…
　加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる
場合があります。またすでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保を使うことは
できません。示談の前に必ず国保に届け出をするようにしてください。

正常な妊娠や出産
歯列矯正や美容整形
他の保険が適用される場合（労災保険や継続療養）

給付が受けられないもの
酒酔いやけんかが原因のけがや
　病気
犯罪や故意によるけがや病気

制限されるもの

 療養費の支給

入院時の食事代

海外療養費

交通事故にあったときの注意！

国保と医療費
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　勝浦病院でも特定健診
の受付を行っています。
　当院で受診される方は、内科医師による
エコー検査が追加検査として選択できます。
　健診の受け入れ人数には限りがありま
すので、お早めにご予約ください。
11月の予定は、13日㈪と24日㈮です。

　昨年好評だった健康教室（勝浦町国保活動事業・勝浦病院保健事業）を10月６日に開
催しました。今年は勝浦病院看護師・勝浦町保健師に加え、勝浦病院栄養士・薬剤師・
理学療法士も交えての教室となりました。
　昨年に引き続き、運動によって血糖値が下がることを実感できる運動前後の血糖値の比
較のほか、今年は新たに栄養士によるコールドプレスジュースの試飲も行いました。
　コールドプレスジュースとは、野菜や果物に含まれる酵素や栄養素をできるだけ壊さずに、
低速回転のジューサーで絞ったジュースのことです。生きた酵素を取り入れることで体内の
酵素が活発になり、免疫力の向上やアンチエイジングに繋がると考えられています。試飲を
した参加者からは、「美味しい」「作り方を教えてほしい」といった感想が寄せられました。
　当院では、食事や糖尿病などに関する教室を毎月開催しています。お申し込みは不要で
すのでお気軽にご参加ください。

「「「「 のののののののののののののののの ししててとしししててしししししししししししししししてててててててててとととととととととととししと ててててててててととと「あなたのかかりつけ医「あなたのかかりつけ医として」」てて」」
IP

■場所　勝浦病院 ２階 多目的室
■時間　13時30分から１時間程度
■費用　無料です。
■その他　お申し込みは不要で自由参加です。

11月の糖尿病教室は次のとおりです。

担  当

内科医師

栄 養 士

薬 剤 師

看 護 師

日

７日㈫

14日㈫

21日㈫

28日㈫

内  容

糖尿病について

食事について

薬について

生活と運動について

〈休診のお知らせ〉
11月16日㈭整形外科は休診です。
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内　　容 受付時間 場　所 持参するもの日 曜 対  象  者

高齢者インフルエンザ
予 防 接 種 9：00～15：00 勝 浦 病 院

予防接種予診票
保険証
接種料1,000円

申込者には日時等を
通知しています。
65歳以上等

4 土

高齢者インフルエンザ
予 防 接 種 9：00～15：00 勝 浦 病 院

予防接種予診票
保険証
接種料1,000円

申込者には日時等を
通知しています。
65歳以上等

18 土

高齢者インフルエンザ
予 防 接 種 9：00～15：00 勝 浦 病 院

予防接種予診票
保険証
接種料1,000円

申込者には日時等を
通知しています。
65歳以上等

乳 児 健 康 診 査 13：30～14：002 木 農村環境改善
セ ン タ ー

平成29年4月1日～
8月31日生まれの子

母子健康手帳
子どもノート

パワーアップ教室
（介護予防教室） 10：30～12：00 住民福祉センター

３階ホール 参加費500円住民（65歳以上の方）22 水

乳 児 健 康 診 査 13：30～14：0012／ 7 木
母子健康手帳
子どもノート

平成29年5月1日～
9月30日生まれの子

農村環境改善
セ ン タ ー

IP

運 動 教 室
（講師：永久雷太先生） 9：30～11：00 棚野集会所 住民

イキイキ元気教室
（認知症予防教室） 10：30～12：00 住民福祉センター

３階ホール 参加費500円住民（65歳以上の方）8 水

11 土

14 火 健 康 相 談 10：00～11：00 勝 浦 会 館 健康手帳住民

12／ 6 水 健 康 相 談 10：00～11：00 勝 浦 会 館 健康手帳住民

・・ 11月17日㈮　13：30～15：30
・・ 　住民福祉センター
・・
エプロン、三角巾、母子健康手帳、アレルギ
ーがあれば家庭で使用している調味料等
・・ 　福祉課 保健師

11月２日㈭までにお申し込みください。

・・次回離乳食講習会実施予定日　平成30年３月16日㈮

　「作り方が分からない」、「アレ
ルギーがある」、「思うように食べ
てくれない」など、離乳食のこと
でお困りの方はお気軽にご参
加ください。
　離乳食の調理・試食を行い、
栄養士が相談に応じます。

で
加

栄

　今年度（平成29年度）対象の方にお送りしました「子宮頸がん検診及び
乳がん検診無料クーポン券」の有効期限は平成30年２月28日㈬まで
です。無料クーポン券の有効期限を過ぎると、無料で検診を受診すること
はできません。対象の方で、まだ検診を受診していない方はこの機会に無
料クーポン券を利用して検診を受けましょう。
　平成29年度無料クーポン対象者となる方は次のとおりです。
　　●●子宮頸がん検診　平成８年４月２日～平成９年４月１日までに生まれた方
　　●●乳がん検診　　　昭和51年４月２日～昭和52年４月１日までに生まれた方

●子宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券の
　　　　　　　　　　ご利用はお済みでしょうか？
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相 談 機 関
徳 島 保 健 所
阿 南 保 健 所
健康増進課　感染症・疾病対策室

相談時間
平日8:30～17:15
平日8:30～17:15
平日8:30～18:15

電話番号
088（602）8907
0884（28）9874
088（621）2228

相 談 機 関
動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー
阿 南 保 健 所
安全衛生課　広域監視・食品乳肉担当

相談時間
8:30～17:15
平日8:30～17:15
平日8:30～18:15

電話番号
088（636）6122
0884（28）9872
088（621）2228

保 健 IP

  ●●SFTSとは
　SFTSウイルスに感染することによってひき起こされる病気で、６日～２週間の潜伏期を経て、発熱、消
化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）を引き起こします。重症化すれば、死亡することもあります。

  ●●感染経路
　SFTSウイルスを保有しているマダ
ニに刺 されることにより感染します。
この病気を媒介するマダニは、家ダニ
などとはとは違う種類で、10㎜ほどの
野山に生息しているマダニです。
　また、発症したイヌやネコの体液等
からヒトに感染することがあり、ＳＦＴ
Ｓを発症したイヌからヒトに感染し、
発症した事例が、徳島県内において
確認されました。

  ●●マダニからSFTSウイルスに感染しないようにするための予防方法
　マダニに まれないことが重要です。
１．草むらや山など、マダニが生息する場所に入る際は、長袖・長ズボン、手袋、首にタオルを巻くなど
肌の露出を避けましょう。

２．屋外活動後は入浴しマダニが付着していないか確認しましょう。
３．マダニに まれた場合は、無理に引き抜こうとせず、医療機関で処置してもらってください。
４．マダニに まれた後に発熱等の症状があった場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。

  ●●イヌなどの動物からSFTSウイルスに感染しないようにするための予防方法
１．動物を飼育している場合、過剰な触れ合い（口移しでエサを与えたり、動物を布団に入れて寝ることなど）
は控えてください。動物に触ったら必ず手洗い等をしましょう。また、動物のマダニは適切に駆除しましょ
う。飼育している動物の健康状態の変化に注意し、体調不良の際には動物病院を受診してください。 

２．野生動物は、どのような病原体を保有しているか分かりません。野生動物との接触は避けてください。 
３．体に不調を感じたら、早めに医療機関を受診してください。受診する際は、ペットの飼育状況やペッ
トの健康状態、また動物との接触状況についても医師に伝えてください。

  ●●SFTSに関する県の相談窓口
　徳島県では、SFTSについて、次の相談窓口を設置しています。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に注意しましょう

【人の健康に関する相談窓口】

【ペットに関する相談窓口】
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〝

〞

11
月
25
日
㈯

0570-070-810
インターネットでも人権相談を受付けています。

http://www.jinken.go.jp/（パソコン・携帯電話・スマートフォン共通）

ひとりで悩まず電話してください。
ゼロ ナナ ゼロ の ハートライン

11月
13日㊊～19日㊐

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん人KENまもる君

インターネット人権相談

相談は無料です。秘密は守ります。

受付時間延長／土・日も開設します

受付時間
1 1月13日 ～17 日       8:30～19:00
11月18日 ～19日   10:00～17 :00  

法務局職員又は人権擁護委員が相談に応じます。

※一部のIP電話からはご利用できないことがあります

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

ストーカー
夫・パートナーからの暴力
セクシュアル・ハラスメント
職場でのいじめ
AV出演強要
「JKビジネス」被害

かたりあうページ

昨年の３年生による
人権劇の様子
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日 月 火 水 木 金 土

県立図書館協力巡回日休館日

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

図書館図書館だより

★図書館が閉まっている時の返却本は、玄関横のブックポストに入れてください。
　なお、CD・DVDなどは、開館時間内に館内受付カウンターに返却してください。

　今夏、満101歳でご他界されました、坂本
の美馬ナヲエ様のご遺族の方より、高額のご
寄付を頂きました。
　早速大活字本など
42冊を購入させてい
ただきましたのでぜひ
ご活用ください。

蓬

― ―

－
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ペットボトル・白色トレイ回収日程表

ビン（無色･茶色･その他）回収日程表

10日㈮

17日㈮

10月29日㈰～11月３日㈮
11月26日㈰～12月１日㈮
12月17日㈰～12月22日㈮
11月５日㈰～11月10日㈮
12月３日㈰～12月８日㈮
12月17日㈰～12月22日㈮

21日㈫
綿100％古着回収日程表

16日㈭

①段ボール　
②新聞紙・折込チラシ

③古本・雑誌・紙

古紙回収にご協力を!

IP

　飲料用あき缶のアルミ缶とスチール缶の見分
け方はありますか。
　リサイクルマークが缶に印刷されています。
アルミ缶は、　です。スチール缶は、　です。
　また、磁石がくっつく缶はスチール缶です。
　シーチキンやとうもろこし、果物の食品のあ
き缶も飲料用あき缶のリサイクルに出せますか。
　アルミ類、スチール類のコンテナに分別して
出してください。

　道路清掃などでさびたあき缶を拾いま
したが、飲料用あき缶リサイクルに出せま
すか。
　分別ステーションの回収ネットには出せ
ません。その他金属類に入れて出してくだ
さい。
　飲料用あき缶に少し中身が残っていた
り、汚れていても出してもいいですか。
　中身を全部捨てて、軽く水ですすいでか
ら出してください。

古紙回収日程表 （11・12月）

ごみは正しく出して美しい町をつくりましょう
日曜日・祝日は、ごみの収集を行っておりません。
分別ステーション設置地区は、 毎日出すことができますが、 年末
年始等の連休には集中しないように計画的に出してください。
ご理解とご協力をお願いいたします。11月

クリーン情報
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徳島市福島１丁目1-13-101　公益社団法人　徳島被害者支援センター

◎犯罪被害者相談・心のケア　☎088（656）8080
◎秘密は守ります。相談は無料。月、水～土曜（９時～16時） 年末年始・祝祭日を除きます。
　　面接相談をご希望の場合は、事前にご連絡ください。

◎犯罪被害給付制度について
　殺人など故意の犯罪行為によって、ご家族の
方を亡くされたご遺族、重大な負傷又は疾病を
負ったり、後遺障害が残った被害者の方に対し
て、加害者からの十分な損害賠償を受けること
ができなかった場合等において、国が給付金を
支給する制度です。

◎国外犯罪被害弔慰金等支給制度について
　日本国外において行われた故意の犯罪行為に
より、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対し
て国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国
民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給する
制度です。

※詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。 
　お問い合わせ：徳島県警察本部 犯罪被害者支援室

徳島市万代町2丁目5番地1　☎088（622）3101（内線2201、2202）

犯罪被害者相談・心のケアのご案内

有料広告募集中有料広告募集中
広告の規格・料金
　１枠 縦60㎜×横85㎜　　5,000円
　２枠 縦60㎜×横180㎜　10,000円
●●問い合わせ　勝浦町役場　住民課
　　　　　　　☎0885（42）1501
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大字棚野字仮屋 後 藤佳汰
阿 南 市 富永恵利香

大字三溪字樫渕
大字三溪字上川原
大字坂本字平野
大字坂本字宮平
大字坂本字日浦
大字坂本字宮平
大字三溪字栗城
大字三溪字三月田

桑 原 義 之
錦 内 君 江
西 川 公 雄
新 居 和 男
大 亀 豊 子
上 平 芳 子
定 作 和 明
野 上 久 枝

大字沼江字天川 愛 生阿部克也
　　愛未

まな せ

日時　11月２日㈭・10日㈮・17日㈮・24日㈮
　　　午後１時～４時30分
場所　勝浦町住民福祉センター１階
内容　人権・行政・厚生・福祉

　

IP

IP

　みなさまにご利用頂いています、ケーブル
テレビ及びインターネット・ＩＰ電話サービス
について、故障・加入・各種変更手続き等のお
問い合わせ先は、次のとおりです。

ケーブルテレビ及びインターネット・
ＩＰ電話サービスのお知らせ
ケーブルテレビ及びインターネット・
ＩＰ電話サービスのお知らせ

※時間外は、留守番電話にて翌営業日の対応となります。

〈受付時間〉 平　日　　　午前9時～午後8時
土曜日　　　午前9時～午後7時
日曜日・祝日　午前9時～午後5時

〈お問い合わせ窓口〉 地域情報センタ

☎0120（960）138　
　050（3438）9877IP

11月 勝浦郡夜間救急当番表
日 月 火 水 木 金 土

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

救急車の要請は
0885（42）2500へ！
※緊急性のない方の利用は、おやめください。

陶 芸

踊 り

歌 謡

生け花

大正琴

４㈯
17㈮・24㈮

４㈯・11㈯
18㈯・25㈯

２㈭・16㈭
10㈮

５㈰・19㈰

13㈪・27㈪

午後 7:30～9:30

午後 7:30～9:30

午後 7:30～9:30

午後 7:30～9:30

㈭ 午後 1:00～3:00
㈮ 午後 7:30～9:30


